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公益社団法人不動産保証協会 倫理規程 
 

公益社団法人不動産保証協会（以下、「本会」という。）の会員は、不動産取引の専門家としての使命

と職責を自覚し、信義に基づき誠実に職務を遂行するとともに、自らの品位の保持及び資質の向上に

努め、顧客の利益に対して常に誠実に行動しなければならない。 

ここに、会員が遵守すべき職業倫理を制定する。 

 

（品位の保持） 

第１条  会員は、常に専門家としての品位と見識の保持に努め、これを通じて不動産業に対する信頼

を高めること。 

 

（法令の遵守） 

第２条 会員は、宅地建物取引業法その他関連法令を遵守し、厳正に業務を遂行しなければならない。 

 

（反社会的勢力・違法行為の排除） 

第３条 会員は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える暴力団等の反社会的勢力及び団体に対しては、

毅然とした態度で臨み、関係遮断を徹底すること。 

 

（秘密を守る義務） 

第４条 会員は、業務上取扱ったことについて、知り得た秘密を正当な理由なくして他に漏らしては

ならない。その業を営まなくなった後も同様とする。 

 

（能力の向上、研鑽） 

第５条 会員は、宅地建物取引業者としての職務に必要な専門的かつ実践的な知識、技能、能力の向上

に努め、顧客に対して適切な助言・指導・援助を行うことができる能力を常に研鑽しなければな

らない。 

 

（差別の排除） 

第６条 会員は、取引にあたり社会的、経済的その他いかなる差別も排除し、平等、公平を旨として業

務に従事しなければならない。 

 

（従業者に対する教育・研修） 

第７条 会員は、その従業員の指導監督に心掛け、従事者に対する教育・訓練の徹底を期し、常にその

資質の向上に努めなければならない。 

 

（苦情、紛争の解決） 

第８条 会員は、一般消費者・業者間で、万一取引に関して苦情の訴えを受けたとき又は紛争を生じた

ときには、誠意をもって円満な解決に努力するとともに、その実情を速やかに本会に報告し、本

会の助言と指導のもとに誠意をもって、その円満解決に努力しなければならない。 

 

（会員の責務） 

第９条 会員は、本規程その他の本会の規程・細則等を誠実に遵守し、本会の発展及び他の会員との協

調に努めなければならない。 

 

（倫理規程違反に対する処置） 

第 10 条 会員が、本規程に違反したときは、その実情に応じて、本会定款並びに諸規程の定めに従い

綱紀処分を行う。 

 

（宅地建物取引士の責務） 

第 11 条 会員の業務に従事する宅地建物取引士は、専門家として、公正・誠実な業務遂行を責務とし、

関連業務従事者との連携に努めるとともに、第１条から第６条までの規定に倣い、これを遵守

しなければならない。 

 

（規程の改廃） 

第 12 条 この規程の改廃は、理事会の決議により行う。 
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議案書について 

 

 

 

公益社団法人全日本不動産協会愛知県本部並びに公益

社団法人不動産保証協会愛知県本部は、共に連携し本年

度も各事業の執行に取り組んで参りました。 

議案審議を慎重かつ迅速に行うため、全日・保証共に

重複する議案は、全日または保証のいずれかに掲載して

ありますのでご了承下さい。 

会員各位のご理解、ご協力の程お願いします。 
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公益社団法人不動産保証協会愛知県本部 
 

 

 

 

 

 

第５１回定時総会議案 
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第５１回 定時総会次第 
１．開 会 の 辞 

 

 

 

２．議 長 選 出     

 

 

 

３．総会成立宣言  地方本部代議員数  １２９名 

 

出席地方本部代議員数  名 

委任状提出数   名 

 

 

 

４．議事録作成人、議事録署名人の指名 

 

 

 、  、   

 

５．議 案 審 議 

 

【報告事項】 

 

（１） 令和５年度 事業報告に関する件 

 

（２） 令和５年度 決算報告に関する件 

 

（３） 令和５年度 監査報告に関する件 

 

（４） 令和６年度 事業計画に関する件 

 

（５） 令和６年度 収支予算に関する件 

 

【決議事項】 

 

第１号議案 組織運営細則及び地方本部代議員選出基準一部改訂に関する件 

 

第２号議案 愛知県本部役員（理事１名）の補選に関する件 

 

 

 

６．閉 会 の 辞 
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報告事項（１） 令和５年度事業報告に関する件 

 

令和５年度事業活動報告書 

 
自 令和５年４月 １日 

至 令和６年３月３１日 

 

Ⅰ 公益目的事業の実施 

 

１．宅地建物取引業に係る取引に関する紛争を解決する事業 

 

○苦情の解決業務 

 

宅地建物取引業法第６４条の５に基づく苦情の解決業務を確実に実施し、会員が取り

扱った宅地建物取引業に関する取引に対する一般消費者からの苦情申出について、取引

相談委員会において迅速・適切な解決に努めた。 

 

○弁済業務 

 

宅地建物取引業法第６４条の８に基づく弁済業務を適正かつ確実に実施し、会員と宅

地建物取引業に関し取引をした者の有するその取引により生じた債権に関し、取引相談

委員会を開催し、認証審査を行い迅速な処理に努めた。 

№ 事　　案 申出債権額 認証上申額 認証額 備　考
1 設計申込金返還請求事件 5,000,000 - - 宅建業法外(継続中)

2 売買代金返還請求事件 4,000,000 - - 宅建業法外(継続中)

3 違約金支払請求事件 1,300,000 - - 継続中

10,300,000 - -合　　　計  
 

○求償業務 

 

総本部と連携強化を図り、求償債務者に対する資産調査・情報収集等を行い求償債

務者の状況に応じた活動により、効率的な求償債権の回収に努めた。 

 

○取引・苦情処理業務指導者研修会の受講 

 

総本部主催の以下の研修会を受講した。 

 

【開催日時】 令和５年１１月７日（火） １５時００分～１７時００分 

【開催場所】 都ホテル 四日市 ４階 伊勢の間「梅」 

三重県四日市市安島 1-3-38 TEL:059-352-4131 

【受講対象】 中部・北陸地区協議会の正副本部長、取引相談委員及び副管理役 

【テ ー マ】 ①保証協会の業務と現況について 

②近年における苦情解決、弁済業務の現状について 

③弁済審査結果の概要について 

・宅建免許のない一般法人からの認証申出に関する事例 

・新築未完成の区分所有建物の売買契約に関する売買代金返還 

・請求権についての認証申出に関する事例 

【講  師】 銀座誠和法律事務所 弁護士 星野 馨 氏 
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２．宅地建物取引業に関する研修事業 

 

○教育研修（法定研修）業務 

 

（１）研修事業 

 

宅地建物取引業法第６４条の３並びに第６４条の６に基づき、会員その他の宅地

建物取引業の業務に従事し、又は従事しようとする者に対し、宅地建物取引業に必

要な知識及び能力についての研修を実施し、宅地建物取引に関する紛争を未然に予

防し、もって、消費者の利益を保護するとともに宅地建物取引業の適正な運営と取

引の公正を確保するため、研修会実施要綱に基づき、集合もしくはｅラーニング形

式による研修会を実施した。 

 

①第１回一般研修会 

開催日時 令和５年８月１日（火）～ １０月３１日（火） 

開催場所 自主学習 

研修課目 

講  師 

令和５年度 ｅラーニングによる法定研修 

「『住まいの税制』のポイントをつかむ！」 

東京シティ税理士事務所 所長 山端 康幸 氏 

受 講 者 ４９６名 

 

②第２回一般研修会 

開催日時 令和５年１１月１日（水）～ 令和６年３月３１日（日） 

開催場所 自主学習 

研修課目 

講  師 

令和５年度 ｅラーニングによる法定研修 

「重要事項説明の基本的事項、 

 重要事項説明に関するトラブル事例とその対応について」 

一般財団法人不動産適正取引推進機構 

調査研究部 中戸 康文 氏 

受 講 者 ５１８名 

 

③第４回一般研修会 

開催日時 令和６年１月１８日（木） 

開催場所 

(所在地) 

名古屋マリオットアソシアホテル １６階 

「タワーズボールルーム」 

名古屋市中村区名駅一丁目１－４ 

研修課目 

講  師 

 「宗次流 独断と偏見の経営哲学」 

   カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋創業者 宗次 德二 氏 

受 講 者 ２４１名 

 

④第１回県下統一研修会（愛知県主催） 

開催日時 令和５年９月１日（金）～ ９月３０日(土) 

開催場所 自主学習 
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研修課目 

講  師 

 「宅地建物取引業法に関する諸規定等」 

愛知県都市・交通局都市基盤部都市総務課建設業・不動産業室 

担当者 

「土砂災害警戒区域等の指定状況の確認方法について」 

愛知県建設局砂防課 担当者 

「不動産会社が注意すべきインボイス制度の概要と対策」 

税理士 春日 佑介 氏 

受 講 者 全会員 

 

⑤第２回県下統一研修会（愛知県主催） 

開催日時 令和６年２月１日（木）～令和６年２月２９日(木) 

開催場所 自主学習 

研修課目 

講  師 

「宅地建物取引業と人権問題等」 

愛知県都市・交通局都市基盤部都市総務課建設業・不動産業室 

担当者 

「洪水浸水想定区域の指定対象の拡大について」 

愛知県建設局河川課 担当者 

「高齢者の不動産取引の基礎知識と具体的な手法解説 

～空き家発生の多くは相続から～」 

北澤不動産コンサルティング代表 不動産鑑定士 北澤 秀樹 氏 

受 講 者 全会員 

 

（２）有料特別研修会の開催 

 

昨年度の研修会を全欠された会員より、受講料１万円を徴収し、有料特別研修会

を開催するところ、愛知県主催の県下統一研修会は、テキスト配布により受講修了

とみなされた。よって有料特別研修会は開催しなかった。 

 

（３）弁明会の開催 

 

前項の有料特別研修会受講該当者で、正当な事由がなく受講されなかった会員を

対象に、弁明会を開催するところ、前項の理由により弁明会も開催しなかった。 

 

３．その他宅地建物取引業に係る取引に関する紛争の予防又は解決に資する事業 

 

○手付金等保管事業 

 

宅地建物取引業法第６４条の３第２項の規定に基づき、手付金等保管事業の適正かつ

確実な実施を図った。利用件数は０件だった。 

 

○手付金保証業務 

 

宅地建物取引業法第６４条の３第３項の規定に基づき、手付金保証金の支払請求があ

った場合は迅速かつ的確な処理に努める等、手付金保証業務の適切かつ確実な実施を図

ったが利用件数は０件だった。 
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○一般保証業務 

 

宅地建物取引業法第６４条の３第２項の規定に基づき、宅地建物取引業に関し取引を

行った消費者等の利益の擁護を一層充実強化する目的から、平成２４年度（平成２５年

３月２９日）より再開した一般保証業務を総本部の指導のもと運用体制の充実を図った

が利用件数は０件だった。 

宅建業法第６４条の３第２項 宅地建物取引業保証協会は、（省略）社員である

宅地建物取引業者との「契約」により、当該宅地建物取引業者が受領した「支払金

又は預り金」の返還債務その他宅地建物取引業に関する債務を負うこととなった

場合においてその返還債務その他宅地建物取引業に関する債務を「連帯して保証」

する業務（以下「一般保証業務」という。）及び手付金等保管事業を行うことがで

きる。 

 

Ⅱ その他の活動の実施 

 

○財務関係業務 

 

事業活動計画及び収支予算書に基づき、適正な予算の執行にあたった。 

 

○綱紀関係業務 

 

定款、定款施行規則、地方本部の組織及び運営に関する規則、愛知県本部組織運営細

則及び各種規則等に則り綱紀の保持に努めた。 

 

○総務関係業務 

 

公益社団法人全日本不動産協会愛知県本部と連携し、以下実施した。 

 

（１）諸会議の開催 

 

① 定時総会  ５月２５日 

 

② 理事会  ４月１１日、５月２５日、６月１日、７月５日、８月２日、 

   ９月６日、１０月４日、１１月１日、１２月４日、 

１月１８日、２月８日、３月６日 

 

③ 監査会  ４月１０日（本部）、 

１０月１７日（上半期中間） 

 

（２）会員名簿の作成 

 

令和５年度版会員名簿を作成し会員へ配布した。 

 

（３）公益法人制度への対応 

 

総本部の指導に基づき平成２３年度より引き続き対応を行った。  
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○会議等開催事項 

開催日 会議等の種別と内容 開催場所 

4.01 役員・代議員 支部で受付開始  

4.07 役員・代議員 支部で受付終了  

4.10 本部監査会 愛知県本部 

4.12 総会議案書印刷  

4.12 地方本部代議員立候補者リスト提出締切  

4.17 地方本部代議員立候補者公示  

4.21 総会議案書発送  

4.24 地方本部代議員立候補者公示終了  

5.10 総会準備委員会 

①代議員・愛知県本部役員候補者等の資格審査について 

②愛知県本部総会への質疑・要望について 

愛知県本部 

5.16 総本部代議員立候補者リスト提出締切  

5.17 総本部代議員立候補者公示  

5.17 総会合同特別委員会 

①各委員会の所管事項の確認 

②各委員長の選出 

③定時総会の運営について 

愛知県本部 

5.24 総本部代議員立候補者公示終了  

5.25 定時総会 

【報告事項】 

（１）令和４年度 事業報告に関する件 

（２）令和４年度 決算報告に関する件 

（３）令和４年度 監査報告に関する件 

（４）令和５年度 事業計画に関する件 

（５）令和５年度 収支予算に関する件 

【決議事項】 

第１号議案 愛知県本部役員の選任に関する件 

①理事１４名の選任 

②監事 ３名の選任 

第２号議案 総本部理事候補者の選出に関する件 

第３号議案 総本部代議員１４名の選出に関する件 

ＭＲＴ 

6.07 総本部 理事会 

①令和４年度 事業報告に関する件 

②令和４年度 決算報告に関する件 

－令和４年度 期末監査報告－ 

③第５１回定時総会の運営に関する件 

④地方本部役員資格要件の承認に関する件 

全日会館 

6.29 総本部 常務理事会・理事会 

①第２６期役員候補者に関する件 

②第２６期地方本部長の選任に関する件 

③地方本部組織運営細則の一部改正に関する件 

全日会館 

7.03 取引相談委員会 

①消費者からの苦情申出について 

愛知県本部 

7.07 総本部 理事会 

①第２６期副理事長及び専務理事の選任に関する件 

②第２６期常務理事及び委員長の選任に関する件 

全日会館 
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開催日 会議等の種別と内容 開催場所 

 ③第２６期名誉顧問・顧問委嘱に関する件  

7.28 総本部 理事会 

①各委員会規程の一部改正に関する件 

②第２６期委員会構成に関する件 

③弁済業務副管理役の選任に関する件 

④地方本部役員資格要件の承認に関する件 

全日会館 

9.01 

～ 

9.30 

令和５年度 第１回県下統一研修会 

「宅地建物取引業法に関する諸規定等」 

愛知県都市・交通局都市基盤部都市総務課 

建設業・不動産業室 担当者 

「土砂災害警戒区域等の指定状況の確認方法について」 

愛知県建設局砂防課 担当者 

「不動産会社が注意すべきインボイス制度の概要と対策」 

税理士 春日 佑介 氏 

ｅラーニング 

10.17 上半期監査会 愛知県本部 

10.18 総本部 常務理事会・理事会 

①第６０回全国不動産会議佐賀県大会の会場に関する件 

②弁済業務副管理役の選任に関する件 

ライトキューブ宇

都宮 

11.07 総本部 取引・苦情処理業務指導者研修会 

①近年における苦情解決、弁済業務の現状について 

②弁済審査結果の概要について 

③宅建免許のない一般法人からの認証申出に関する事例 

④新築未完成の区分所有建物の売買契約に関する売買代金

返還請求権についての認証申出に関する事例 

都ホテル 四日市 

11.30 取引相談委員会 

①消費者からの苦情申出について 

愛知県本部 

12.08 総本部 理事会 

①令和５年度上半期事業報告に関する件 

②令和５年度上半期決算報告に関する件 

－令和５年度上半期監査報告－ 

③第６１回全国不動産会議大阪府大会の開催日及び開催会

場に関する件 

④弁済業務保証金準備金の取崩しに関する件⑤弁済業務副

管理役の選任に関する件 

⑥入会審査取扱要綱の一部改正に関する件 

⑦和歌山県本部の所在地変更に関する件 

⑧兵庫県本部の運営に関する件 

全日会館 

1.18 第４回一般研修会 

『宗次流 独断と偏見の経営哲学』 

カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋 創業者 宗次德二  氏 

ＭＲＴ 

2.01 第２回県下統一研修会 

「宅地建物取引業と人権問題等」 

愛知県都市・交通局都市基盤部都市総務課 

建設業・不動産業室 担当者 

「洪水浸水想定区域の指定対象の拡大について」 

愛知県建設局河川課 担当者 

Ｗｅｂ 

- 11 -



 

開催日 会議等の種別と内容 開催場所 

 「高齢者の不動産取引の基礎知識と具体的な手法解説 

～空き家発生の多くは相続から～」 

北澤不動産コンサルティング 

代表 不動産鑑定士 北澤 秀樹 氏 

 

3.05 総本部 求償業務研修会 

①改訂版求償活動のマニュアルについて 

（公社）不動産保証協会 求償委員長 小山 相一 氏 

②『求償業務における注意事項について』 

銀座誠和法律事務所 弁護士 星野 馨 氏 

Zoom 

3.13 総本部 理事会 

①令和６年度 事業計画案に関する件 

②令和６年度 収支予算案に関する件 

③会計監査人報酬に関する件 

④控除対象金融資産に関する件 

⑤兵庫県本部長の選任に関する件 

⑥令和６年度 定時総会議案策定に関する件 

⑦役員旅費規程の一部改正に関する件 

⑧地方本部役員資格要件の承認に関する件 

⑨弁済業務副管理役の選任に関する件 

全日会館 

3.14 取引相談委員会 

①消費者からの苦情申出について 

愛知県本部 
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報告事項（２） 令和５年度決算報告に関する件 

 

貸 借 対 照 表 
 

令和６年３月３１日現在 

（単位：円） 

Ⅰ．資産の部

１．流動資産

現金預金 50,829,230 50,893,569 △ 64,339

未収会費 273,000 201,000 72,000

前払金 33,000 27,500 5,500

流動資産合計 51,135,230 51,122,069 13,161

２．固定資産

その他固定資産

保証金 33,000 27,500 5,500

固定資産合計 33,000 27,500 5,500

資産合計 51,168,230 51,149,569 18,661

Ⅱ．負債の部

１．流動負債

前受金 52,800 0 52,800

預り金 10,083,669 10,063,062 20,607

流動負債合計 10,136,469 10,063,062 73,407

２．固定負債

受入保証金 33,000 0 33,000

固定負債合計 33,000 0 33,000

負債合計 10,169,469 10,063,062 106,407

Ⅲ．正味財産の部

指定正味財産 0 0 0

(うち基本財産への充当額) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

(うち特定資産への充当額) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

一般正味財産 40,998,761 41,086,507 △ 87,746

(うち基本財産への充当額) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

(うち特定資産への充当額) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

正味財産合計 40,998,761 41,086,507 △ 87,746

負債及び正味財産合計 51,168,230 51,149,569 18,661

勘　定　科　目

公益社団法人不動産保証協会愛知県本部

当年度 前年度 増　減
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財 産 目 録 
 

令和６年３月３１日現在 

（単位：円） 

( 175,229 )

愛知県本部 175,229

( 50,654,001 )

三菱UFJ銀行上前津 50,649,312

三菱UFJ銀行上前津保管口 4,689

( 273,000 )

令和４年度 36,000

令和５年度 237,000

( 33,000 )

51,135,230

固定資産

その他固定資産

( 33,000 )

固定資産合計 33,000

51,168,230

( 52,800 )

預り金 ( 10,083,669 )

その他預り金（分担金） 10,083,669

10,136,469

( 33,000 )

33,000

10,169,469

40,998,761

公益社団法人不動産保証協会愛知県本部

流動負債合計

負債合計

【正味財産】

資産合計

【負債の部】

流動負債

金　　　額

流動資産合計

現　　金

普通預金

未収会費

前受金（月極駐車場転貸賃料4月分）

保証金（月極駐車場保証金）

前払金（会館建設用月極駐車場4月分）

固定負債合計

固定負債

勘　定　科　目

【資産の部】

流動資産

受入保証金（月極駐車場転貸分保証金）
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報告事項（４） 令和６年度事業計画に関する件 

 

令和６年度事業活動計画書 
 

自 令和６年 ４月 １日 

至 令和７年 ３月３１日 
Ⅰ 公益目的事業の実施 

 

１．宅地建物取引業に係る取引に関する紛争を解決する事業 

 

○苦情の解決業務 

宅地建物取引業法第６４条の３並びに第６４条の５に基づく苦情の解決業務を確実に

実施し、会員が取り扱った宅地建物取引業に関する取引に対する一般消費者等からの苦

情申出について、取引相談委員会において迅速・適切な解決を図る。 

 

○弁済業務 

宅地建物取引業法第６４条の３並びに第６４条の８に基づく弁済業務を適正かつ確実

に実施し、会員と宅地建物取引業に関し取引をした者の有するその取引により生じた債

権に関し、取引相談委員会を開催し、認証上申審査を行い迅速な処理に努める。 

 

○求償業務 

総本部と連携強化を図り、求償債務者に対する資産調査・情報収集等を行い求償債務

者の状況に応じた活動により、効率的な求償債権の回収に努める。 

 

２．宅地建物取引業に関する研修事業 

 

○教育研修（法定研修）業務 

宅地建物取引業法第６４条の３並びに第６４条の６に基づき、会員その他の宅地建物

取引業の業務に従事し、又は従事しようとする者に対し、宅地建物取引業に必要な知識

及び能力についての研修を実施し、宅地建物取引に関する紛争を未然に予防し、もって、

消費者の利益を保護するとともに宅地建物取引業の適正な運営と取引の公正を確保する

ため、研修会実施要綱に基づき研修会を実施する。 

また、会員の利便性と受講率向上を図るため、ｅラーニングを活用した研修会を併せ

て実施する。 

 

①  開催計画 

 

a. 一般研修会 ４回／年 

 

第３回一般研修会 （公社）全日本不動産協会愛知県本部からの委託に基づく支部

研修会 

 

b. 県下統一研修会 ２回／年（８月～９月、１月～２月） 

 

②  研修科目 

a. 宅地建物取引業法及び同法の関係法令 

b. 土地・建物についての権利及び権利の変動 

c. 土地・建物についての法令上の制限 

d. 土地・建物に対する税務 

e. その他 
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３．その他宅地建物取引業に係る取引に関する紛争の予防又は解決に資する事業 

 

○手付金等保管事業 

宅地建物取引業法第６４条の３第２項の規定に基づき、手付金等保管事業の適正かつ

確実な実施を図るとともに当制度のＰＲ及び普及啓蒙を行う。 

 

○手付金保証業務 

宅地建物取引業法第６４条の３第３項の規定に基づき、手付金保証金の支払請求があ

った場合は迅速かつ的確な処理に努める等、手付金保証業務の適切かつ確実な実施を図

るとともに当制度のＰＲ及び普及啓蒙を行う。 

 

○一般保証業務 

宅地建物取引業に関し取引をした消費者等の利益の擁護を一層充実強化する目的から、

一般保証業務について運用体制の充実を図る。 

 

 

Ⅱ その他の活動事業の実施 

 

○広報関係業務 

公益社団法人全日本不動産協会愛知県本部と連携し、業界の情報提供および広報

活動の充実を図るため、広報誌「全日・保証・ＴＲＡ 愛知のたより」の企画編集及

び発行や、ホームページの維持管理及び機能追加を通じた会員向けサービス、コン

テンツの充実等に協力する。 
 

○組織活動の充実強化 

本年度正会員の入会目標数は下記のとおりとし、入会にあたっては公正な入会審査を行

い、優良会員の加入促進に努める。 

 

 

 

 

 

 

○総務関係業務 

（１）諸会議の開催計画 

① 定時総会   ５月２１日 

② 理事会   毎月 

③ 監査会   ２回／年 

④ 取引相談委員会  適宜 

⑤ 教育研修委員会  適宜 

 

（２）公益法人制度への対応 

総本部の指導に基づき順次対応を行う。 

 

（３）会館竣工記念式典の開催 

（公社）全日本不動産協会愛知県本部と連携して開催する。 

【開催日時】 令和６年１０月３１日（木）１７時００分～ 

【開催場所】 名古屋マリオットアソシアホテル 

１６階「タワーズボールルーム」 

 入会目標数 予算上の算定数 

主たる事務所 １００社   左に同じ 

従たる事務所 １０ヶ所  左に同じ 
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報
告
事
項
（
５
）
 
令
和
６
年
度
収
支
予
算
に
関
す
る
件
 

 

収
 
支
 
状
 
況
 
表
 

 

自
 
令

和
６

年
４
月

 
１
日
 

至
 
令

和
７

年
３
月
３
１
日
 

当
期

予
算

額
前

期
予

算
額

増
　

減
備

　
　

　
　

考

1
5
,
8
6
0
,
7
0
0

1
5
,
3
2
6
,
4
0
0

5
3
4
,
3
0
0

6
,
8
0
0
,
0
0
0

6
,
8
0
0
,
0
0
0

0

6
,
8
0
0
,
0
0
0

6
,
8
0
0
,
0
0
0

0

主
た

る
事

務
所

受
取

入
会

金
6
,
5
0
0
,
0
0
0

6
,
5
0
0
,
0
0
0

0
@
6
5
,
0
0
0
*
1
0
0
社

=
6
,
5
0
0
,
0
0
0

従
た

る
事

務
所

受
取

入
会

金
3
0
0
,
0
0
0

3
0
0
,
0
0
0

0
@
3
0
,
0
0
0
*
1
0
社

=
3
0
0
,
0
0
0

8
,
7
4
3
,
5
0
0

8
,
5
2
6
,
0
0
0

2
1
7
,
5
0
0

8
,
7
4
3
,
5
0
0

8
,
5
2
6
,
0
0
0

2
1
7
,
5
0
0

主
た

る
事

務
所

受
取

会
費

8
,
3
1
0
,
0
0
0

8
,
1
1
2
,
0
0
0

1
9
8
,
0
0
0
@
6
,
0
0
0
*
(
1
,
3
3
5
社

+
(
1
0
0
社

*
1
/
2
)
)
=
8
,
3
1
0
,
0
0
0

従
た

る
事

務
所

受
取

会
費

4
3
3
,
5
0
0

4
1
4
,
0
0
0

1
9
,
5
0
0
@
1
,
5
0
0
*
(
2
8
4
社

+
(
1
0
社

*
1
/
2
)
)
=
4
3
3
,
5
0
0

3
1
6
,
8
0
0

0
3
1
6
,
8
0
0

3
1
6
,
8
0
0

0
3
1
6
,
8
0
0
会

館
建

設
用

月
極

駐
車

場
転

貸
料

4
0
0

4
0
0

0

4
0
0

4
0
0

0

2
1
,
1
8
6
,
0
0
0

1
7
,
9
7
0
,
0
0
0

3
,
2
1
6
,
0
0
0

1
,
0
5
0
,
0
0
0

1
,
0
5
0
,
0
0
0

0

1
 
旅

費
交

通
費

1
,
0
5
0
,
0
0
0

1
,
0
5
0
,
0
0
0

0
@
1
0
,
0
0
0
*
7
名

*
1
0
回

=
7
0
0
,
0
0
0

総
本

部
弁

済
委

員
会

出
席

費
用

:
@
3
5
,
0
0
0
*
1
0
回

=
3
5
0
,
0
0
0

2
8
0
,
0
0
0

2
8
0
,
0
0
0

0

1
 
旅

費
交

通
費

2
8
0
,
0
0
0

2
8
0
,
0
0
0

0
@
1
0
,
0
0
0
*
7
名

*
4
回

=
2
8
0
,
0
0
0

6
,
2
4
0
,
0
0
0

6
,
0
9
0
,
0
0
0

1
5
0
,
0
0
0

1
 
旅

費
交

通
費

5
7
0
,
0
0
0

5
7
0
,
0
0
0

0
@
1
0
,
0
0
0
*
9
名

*
3
回

=
2
7
0
,
0
0
0

総
本

部
取

引
苦

情
処

理
研

修
会

参
加

費
:
3
0
0
,
0
0
0

（
単

位
：

円
）

正
会

員
受

取
入

会
金

受
取

会
費

勘
定

科
目

経
常

収
益

受
取

入
会

金

正
会

員
受

取
会

費

事
業

収
益

賃
貸

収
益

受
取

利
息

雑
収

益

経
常

費
用

弁
済

事
業

教
育

研
修

事
業

求
償

事
業
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当
期

予
算

額
前

期
予

算
額

増
　

減
備

　
　

　
　

考

ﾃ
ｷ
ｽ
ﾄ
代

:
@
2
2
0
,
0
0
0
*
1
回

=
2
2
0
,
0
0
0

県
下

統
一

:
@
1
,
0
0
0
*
1
,
6
5
0
部

*
2
回

=
3
,
3
0
0
,
0
0
0

3
 
賃

借
料

6
5
0
,
0
0
0

6
0
0
,
0
0
0

5
0
,
0
0
0
研

修
会

会
場

費
:
@
6
5
0
,
0
0
0
*
1
回

=
6
5
0
,
0
0
0

4
 
諸

謝
金

1
,
5
0
0
,
0
0
0

1
,
5
0
0
,
0
0
0

0
講

師
謝

礼
:
 
 
@
1
,
5
0
0
,
0
0
0
*
1
回

=
1
,
5
0
0
,
0
0
0

7
0
,
0
0
0

7
0
,
0
0
0

0

1
 
旅

費
交

通
費

7
0
,
0
0
0

7
0
,
0
0
0

0
@
1
0
,
0
0
0
*
7
名

*
1
回

=
7
0
,
0
0
0

3
,
0
0
0
,
0
0
0

0
3
,
0
0
0
,
0
0
0

1
 
支

払
負

担
金

3
,
0
0
0
,
0
0
0

0
3
,
0
0
0
,
0
0
0
会

館
竣

工
記

念
式

典
保

証
負

担
分

1
0
,
5
4
6
,
0
0
0

1
0
,
4
8
0
,
0
0
0

6
6
,
0
0
0

1
 
賃

借
料

3
9
6
,
0
0
0

3
3
0
,
0
0
0

6
6
,
0
0
0
会

館
建

設
用

月
極

駐
車

場
賃

料

2
 
租

税
公

課
1
0
0
,
0
0
0

1
0
0
,
0
0
0

0
法

人
税

均
等

割
額

、
消

費
税

3
 
支

払
負

担
金

1
0
,
0
0
0
,
0
0
0

1
0
,
0
0
0
,
0
0
0

0
全

日
へ

助
成

(
人

件
費

・
事

務
所

賃
料

負
担

分
)

4
 
支

払
手

数
料

5
0
,
0
0
0

5
0
,
0
0
0

0
各

種
手

数
料

等

△
5
,
3
2
5
,
3
0
0

△
2
,
6
4
3
,
6
0
0

△
2
,
6
8
1
,
7
0
0

0
0

0

△
5
,
3
2
5
,
3
0
0

△
2
,
6
4
3
,
6
0
0

△
2
,
6
8
1
,
7
0
0

0
0

0

0
0

0

0
0

0

△
5
,
3
2
5
,
3
0
0

△
2
,
6
4
3
,
6
0
0

△
2
,
6
8
1
,
7
0
0

4
0
,
9
9
8
,
7
6
1

4
1
,
0
8
6
,
5
0
7

△
8
7
,
7
4
6

3
5
,
6
7
3
,
4
6
1

3
8
,
4
4
2
,
9
0
7

△
2
,
7
6
9
,
4
4
6

3
5
,
6
7
3
,
4
6
1

3
8
,
4
4
2
,
9
0
7

△
2
,
7
6
9
,
4
4
6

手
付

金
保

証
事

業

記
念

事
業

事
務

局
費

当
期

指
定

正
味

財
産

増
減

額

指
定

正
味

財
産

期
首

残
高

指
定

正
味

財
産

期
末

残
高

評
価

損
益

等
調

整
前

当
期

経
常

増
減

額

2
 
印

刷
製

本
費

3
,
5
2
0
,
0
0
0

正
味

財
産

期
末

残
高

公
益

社
団

法
人

不
動

産
保

証
協

会
愛

知
県

本
部

一
般

正
味

財
産

期
末

残
高

評
価

損
益

等

当
期

経
常

外
増

減
額

経
常

外
費

用

3
,
4
2
0
,
0
0
0

1
0
0
,
0
0
0

当
期

一
般

正
味

財
産

増
減

額

一
般

正
味

財
産

期
首

残
高

当
期

経
常

増
減

額

経
常

外
収

益

（
単

位
：

円
）

勘
定

科
目
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 決
議

事
項
 

第
１
号
議
案
 

組
織
運
営
細
則
及
び
地
方
本
部
代
議
員
選
出
基
準
一
部
改
訂
に
関
す
る
件
 

現
行

の
地
方
本
部
代
議
員
選
出
基
準

は
、
平

成
１
５

年
度
に

改
訂

さ
れ

、
当

時
の

会
員
数

は
４

７
１

社
で
代
議
員
の
定
数
は
４
８
名
で
あ
り
ま
し
た
。
改
選
期
の

昨
年

度
の
会
員
数
は
１
，
３
０
２
社
で
代

議
員
の

定
数
は
１

２
９

名
で

あ
り
改

訂
か
ら
２

１
年

が
経

過
し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
７
支
部
の
う
ち
３
支
部
が
２
０
名

を
超

え
る
代
議
員
定
数
と
な
り
、
代
議

員
就

任
を
依

頼
す
る

こ
と

に
非

常
に
時

間
が
割
か

れ
て

い
る

状
況
に
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
鑑
み
、
以
下
ご
提
案

い
た
し
ま
す
の
で
、
慎
重
審
議
の
程
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
な
お
、
本
基
準
が
改
訂
さ
れ
ま
す
と
令
和
７
年
度
の
改
選
期
か
ら
適
用
と
な
り
ま
す
。
 

現
 
 
行
 

改
訂
（
案
）
 

公
益
社
団
法
人
不
動
産
保
証
協
会
愛
知
県
本
部
組
織
運
営
細
則
 

（
地
方
本
部
代
議
員
）
 

第
２

条
 
当
本
部
に
、
地
方
本
部
代
議
員
を
置
く
。
 

２
 
地

方
本
部
代
議
員
の
定
数
は
、
概

ね
当

本
部
に

所
属
す

る
正
会
員
１
０

名
に

１
名
の
割
合
に
よ
り
各
選
挙
区

に
割

り
当
て

る
。
１
０

名
に
満
た
な

い
端
数
の
取
扱
い
は
、
当
本
部
理
事
会
に
お
い
て
別
に
定
め
る
。
 

   

正
会

員
１

５

名
に
１
名
の
割
合
に
よ
り
各
選
挙
区
に
割
り
当
て
る
。
１
５
名
 

 

現
 
 

行
 

改
訂
（
案
）
 

地
方
本
部
代
議
員
選
出
基
準
 

(
選

出
基

準
) 

第
２

条
 
地
方
本
部
代
議
員
の
定
数
は
、
４

月
１
日

現
在
に

お
け

る
支

部
所
属

正

会
員
数
に
よ
り
、
１
０
人
に
つ
き
１
人
の

割
合
で

選
出
し
、
端

数
が

生
じ

た
と
き
は
、
５
捨
６
入
し
て
選
出
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 

当
本

部
の

理
事

及
び

監
事

は
地

方
本

部
代

議
員

を
兼

ね
る

こ
と

が
で

き
る
。
 

３
 

地
方
本
部
代
議
員
候
補
者
は
２
名
の
正
会
員
の
推
薦
が
必
要
。
 

４
 

地
方
本
部
代
議
員
で
な
け
れ
ば
代
議
員
に
は
な
れ
な
い
。
 

   

１
５
人
に
つ
き
１
人
 

  

名
東

名
西

名
南

名
北

中
央

尾
張

三
河

合
計

1
6
9

2
1
4

2
1
1

1
8
4

2
4
2

1
0
5

1
7
7

1
3
0
2

1
7

2
1

2
1

1
8

2
4

1
0

1
8

1
2
9

1
1

1
4

1
4

1
2

1
6

7
1
2

8
6

１
５

人
に

つ
き

１
人

案

令
和

５
年

度

定
数

正
会

員
数

代
議

員
数
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決議事項 第２号議案 愛知県本部役員（理事１名）の補選に関する件 

 

アドバントラスト㈱ 代表取締役 永田
な が た

 真
ま

都
さと

 氏 

なお任期は、令和７年度に開催される定時総会までとなります。 
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